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、交通事故に遭ったら

負傷者の救護をしま

しょう。

小さな事故でも警察

に届け出ましょう。

必ず医師の診断を受

けましょう。

相手の住所、氏名、車

両番号を確認しまし

ょう。

損害賠償（請求・支払）

等については、早くし

っかりした機関に相

談しましょう。


